
飼料安全に係る農林水産省の役割

畜産の振興

消費者の健康保護と
より豊かな食生活の保証

飼料等の安全確保体制
食品安全委員会

（独）農林水産消費安全技
術センター／地方農政局

地方農政局

立入検査

販売業者等 畜産農家等

答申
諮問 諮問

勧告
通知

都道府県知事

飼料、飼料添加物
の製造、輸入

製造業者・輸入業者

飼料の流通

各
種

調
査

○畜産農家におけ
る飼料の使用状
況等

○養殖業者におけ
る水産用医薬品
の使用状況等

○根拠法律

飼料の安全性の確保及び
品質の改善に関する法律

飼料等の安全確保

安全で有用な
飼料の安定供
給

科学的根拠に
基づく飼料中
の基準設定

安全な国産
畜産物の
安定供給

立入検査
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指示

農業資材審議会

農林水産大臣

＜３（２）肥料・飼料＞



２ 食品安全行政（食品の安全）

(1) 食品安全行政の枠組

(2) 食品安全行政の体制

(3) リスク分析手法

（リスクアナリシス）

本日の講義内容
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３ 食の安定供給にかかる食品安全行
政上の取組（食の安全）

(1) 病害虫防除、農薬

(2) 肥料・飼料

(3) 動物防疫

(4) 植物防疫

４ 食の信頼確保にかかる食品安全行
政上の取組（食の安心）

(1) 食品トレーサビリティ

(2) 食品表示・監視

(3) 米穀の流通監視

(4) 食品防御（フードディフェンス）

(5) 消費者の部屋、懇談会等

１ 「食品の安全」と「食の安全」

(1) 食品が安全であること

(2) リスクとハザード

５ まとめ
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飼養衛生管理の徹底
・発生状況の把握（サーベイランス）
・正しい知識の普及
・早期発見・早期届出

・感染家畜の淘汰
・移動の制限
・周辺農場の検査

【発生予防】 【早期発見】 【まん延防止】

飼養衛生管理基準 特定家畜伝染病防疫指針ほか

と畜場・
食鳥処理場

食肉・食鳥
処理・加工場

卸売・
小売業者

消費者

家畜の飼養衛生管理基準の設定

1. 家畜防疫に関する最新情報の把握
2. 衛生管理区域の設定

3. 衛生管理区域への病原体の持込み
防止

4. 野生動物等からの病原体の感染防
止

5. 衛生管理区域の衛生状態の確保

6. 家畜の健康観察と異常がある場合
の対処

7. 埋却地の確保等

8. 感染ルート等の早期特定のための記
録作成・保存

9. 大規模所有者に関する追加措置

農場における衛生管理の徹底（家畜伝染病予防法）

食品供給行程の各段階における適切な措置により
食品の安全性を確保（と畜場法、食品衛生法）

遵
守
状
況
の

定
期
報
告

罰

則

都道府県による飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

指
導
・助
言

勧

告

命

令

原則として
年１回以上

農場へ
立入検査

命令違反者に対しては・・・

家畜防疫（国内での具体的な取組）
＜３（３）動物防疫＞



①家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性疾病の侵入防止
②狂犬病予防法や感染症法に基づく狂犬病等の人獣共通感染症の侵入防止
③水産資源保護法に基づく水産動物の伝染性疾病の侵入防止

• 動物衛生課において海
外情報の収集、輸入禁
止措置、輸入時の衛生
条件等の設定、対日輸
出施設の査察等を企画・
実施

• 動物検疫所（横浜本所
のほか、８支所・１６出張
所)において、家畜伝染
病予防法等に基づき指
定港・空港での輸出入動
物・畜産物等の検査等を
実施

※東海農政局管内の動
物検疫所は、中部空港
支所、名古屋出張所及
び四日市分室

【目的】

【体制】

動物検疫の取組
動物検疫の取組（農林水産省 消費・安全局動物衛生課及び動物検疫所）
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＜３（３）動物防疫＞



宮崎県における発生

・平成２２年４月２０日、宮崎県において我が国で１０年振りに口蹄疫が発生（２９２戸、牛、豚等約２１万頭を殺処分）
・防疫措置を実施したものの、感染が拡大したことから、我が国で初めての緊急ワクチン接種を実施（接種後の殺処分約９万頭）
・この結果、発生は減少し、７月２７日に全ての移動制限解除（平成２３年２月５日、OIEによるワクチン非接種清浄国の認定）

海外での発生状況

・近隣アジア諸国（中国、韓国、台湾等)で断続的に発生しており、
我が国への侵入リスクは極めて高い状況

・侵入防止措置として水際検疫体制を強化
・アジア全体で発生を抑制するため、国際的な連携を強化

侵入防止のための水際検疫の強化

・国内への侵入防止のため、

① 空海港における入国者の靴底消毒・車両消毒の更
なる徹底

② 旅客への注意喚起
③ 検疫探知犬を活用した抜き打ち検査の強化
など動物検疫の一層の強化

・平成２３年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、
① 発生国からの入国者に対する質問実施
② 携帯品の検査、必要に応じた消毒実施
などウイルス侵入防止措置をより一層強化

東海農政局も宮崎県へ人的支援

【事例５】 口蹄疫
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